
 
 

　 私たちの身の周りには、ＳＮＳやインターネットといったツールが広がっていて、日々のスケジュールもスマホや

パソコンで管理している人も多い昨今ですが、まだまだメモ帳を使っている人、また、スマホとメモ帳の併用という

人も多いと聞きます。メモ帳には、「１月はじまり」のものと「４月はじまり」のものがあります。社会の仕組みは4

月はじまりが一般的な日本ですが、この仕組みが始まったのは明治19 年だそうです。役所も企業も学校もそんな新年

度4 月のスタートをきりました。佐方会館も新たな気持ちで頑張ります。今年度もどうぞよろしくお願いします。    

佐方会館 職員一同 

  寒さの厳しい冬であればあるほど、春の訪れが一層うれしいものです。四季のある日本のすばらしさを強く感じる

季節です。しかし、春の訪れを待ちわびた私たちですが、真夏には日差しを遮り酸素を作り出した街路樹の緑も、季節

が変わると落ち葉そうじの大変さから厄介者扱いされる木々は少なくないそうです。一方で、街路樹が古くなり台風や

大雨で倒木のニュースもよく聞きます。このような問題は廿日市市内でも例外ではないと聞きます。広島市では街路樹

の「断捨離」が始まり、切り倒される木々は、市内で9000 本以上にのぼるといいます。 

社会がデジタル化し、目まぐるしく移り変わる今の時代。時には立ち止まり、消されていく樹木に、 

失われる自然に目を向けて、人が本当に生きやすい社会はどうあるべきか、考えてみる必要は 

ないでしょうか・・・・  

    

佐方会館の使用について 

　　使用時間　　　 

 

 

 

 

 

使用料　　　１時間まで毎の料金に、使用時間を乗じた額です。３０分は１時間に切り上げ（この料金は、自主

活動グループ等の利用料です。その他、一般の利用の場合は、4 倍です。） 

 

 

　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

使用申請 

■使用許可申請は、使用予定日の２か月前からです。（自主学習グループ、町内会等は３か月前から 

申請可）　　申請受付は、土・日・祝休日を除く９:０0～17:00 

 

利用料の減免規定　（一般利用は対象外） 

■利用団体の半数以上が　児童、障がい者は全額免除 

〃　　　　　　６５歳以上は半額免除 

■町内会、まちづくり団体、人権啓発団体等は全額免除　　　　　　詳しくは、職員にお尋ね下さい 

。
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佐方会館だより 4 月号

第４４９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廿日市市佐方会館 

回

覧 

新たな年のはじまりに・・・  

 施　設　名 単　　位 金　　額
 ■ 第1 会議室 150 円
 ■ 第2 会議室 1 時間までごとに 80 円
 ■ 調　理　室 70 円

■ 利用時間は、1 時間単位 

■ 利用時間は、開館日の 

9：00～21：30 

 



 
 

　令和８年度、佐方会館に登録している自主活動グループです。皆さんで明るく楽しく活動

されています。どのクラブも新しいメンバー大歓迎です。ぜひ、見学においでください。 

今年度から、観己流空手のグループが新たに佐方会館で活動を始めます。 

　

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自主活動グループ名 活動内容 活動時間帯

 １ 民謡琇和会　三弦教室（ばら） 民　謡 第２・４（火）　　　 10:00～12:00

 ２ 民謡琇和会　ひまわり教室 民　謡 第２・４（火）　　　 1２:00～15:00

 
３ ストレッチ編クラブ 手編み

第1・２（木）　   　 9:00～15:00

 第４　 （木）　     9:00～12:00

 ４ 手しごと 小物作り 第１･２･３･４（水）　　10:00～14:00

 ５ 佐方太極拳クラブ 太極拳 第１･２･３･４（金）　　10:00～12:00

 ６ KAUPILI（カウピリ） フラダンス 第１・３（土）　 　　13:00～18:00

 ７ ふじつぼバンド 楽器演奏 第１・３（日）　 　　1８:00～21:00

 ８ 観己流空手　廿日市 　　空　手 毎週（木）　　　　 18：00～20：00

佐方会館　４月の主催事業 他 

※佐方会館だよりは、佐方会館のホームページからもカラーでご覧いただけますのでアクセスしてください。 

地域福祉事業 

楽しい頭の体操！脳トレ 
認知症予防に脳トレを！ 毎回、様々なジャンルの問

題を用意しています。ぜひ、一度おいで下さい。 

日 時 ４月13(月）・27 日（月） 

     13:30～15:00 

場 所 佐方会館  第1 会議室 

みんなで一緒に脳を鍛えましょう

相談事業 まめでがんす 

何かときぜわしい春。ちょっとひといき。自由に楽しく 
お話しましょう。今回はお弁当を食べながら… 

 

日 時 ４月22 日（水）  

11:０0～13：00 

場 所 佐方本町集会所

広島県　ちぃと もやもや 

ジェンダー川柳コンテスト ２０２５入賞作品  

「男だから」「女だから」　性別による思い込みでもやもやしたこと・・・　

振袖を  
　着せたい祖母と  

着ない「僕」  
　　　　  山本 愛実

２０２５年度 
優秀賞作品

佐方会館  

いきいき 百歳体操  
春、真っ盛りです。しっかり体を動かして、お花見にで

かけましょう！ 
 

日 時 ４月３・１０・１７・２４日 （毎週 金曜日） 
13:30～15:00  
1 時間程度 

場 所 佐方会館 第２会議室 
 

休館日のお知らせ 

４/29 昭和の日（祝）

佐方会館では、今年度も色々な教室や事業を

計画しています。皆さんで集い、楽しく活動す

ることで豊かな生活につながればと思います。

どしどしご参加ください。

令和８年度　佐方会館自主活動グループ

ホームページアドレス


